
 

光地区消防組合告示第３号 

光地区消防組合火災予防条例（昭和４８年光地区消防組合条例第１０号）第

４２条の２第１項の規定により、次の催しを指定催しとして指定したので、同

条第３項の規定により公示します。 

  令和８年４月２８日 

光地区消防組合         

管理者 芳 岡   統    

 

１ 催しの名称 

普賢まつり 

２ 催しの開催期間 

  令和８年５月１４日（木）及び１５日（金） 

３ 催しの開催場所 

普賢寺（光市室積八丁目６番１号）の境内、市道海商通り（光市室積三丁

目、五丁目及び七丁目地内）及び市道普賢通り（光市室積七丁目及び八丁目

地内） 


